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序　　　　　文

独立行政法人国際協力機構は、タイ王国から日本政府に対して提出された要請に基づき、タイ王

国の関税分類及び関税評価などの税関行政にかかる情報を収集し、タイ王国政府と協議を行うため、

2012 年 7 月 8 日～ 7 月 14 日にわたり詳細計画策定調査団を現地に派遣しました。

調査団は、タイ王国政府関係者と協議を行い、また税関行政にかかる現状調査を行いました。

帰国後に資料を取りまとめ、ここに本報告書完成の運びとなりました。

この報告書が今後の本プロジェクトの推進に寄与し、関係者の参考資料として活用されれば幸い

です。

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 24 年 12 月

独立行政法人国際協力機構

産業開発・公共政策部長　入柿　秀俊
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第 1 章　調査実施の背景・目的

１－１　調査の背景

東南アジア地域（ASEAN）各国は、域内への旺盛な外国直接投資も奏功し、他地域に比べ力

強い経済成長を見せている。その成長に合わせ、その輸出入量も飛躍的に増大しているが、域

内各国は、さらに域内経済統合に向けた動きも加速化させており、ASEAN 域内における物理

的、制度的、及び人と人との連結性の強化を図る「ASEAN 連結性マスタープラン」を 2010 年の

ASEAN 首脳会議において採択するなど、2015 年までの ASEAN 共同体実現のための取り組みを

進めているところである。

特に域内の中核国に位置づけられるタイ王国（以下、「タイ」と記す。）においても、日系企業

をはじめとする産業の集積が進むにつれ、貿易の面でもますます重要な拠点となっている。

そのような背景の下、タイ税関は、関税分類にかかる統括機能を有する関税分類部及び関税評

価にかかる統括機能を有する関税評価・税関手続部を設立するとともに、それぞれの事前教示制

度を構築するなど、貿易の円滑化・迅速化に向けた取り組みを進めてきている。

しかしながら、民間企業からは、通関手続きの取り扱いが地方税関によって異なる、事前教示

制度が必ずしも拘束力のある形で運用されていないなど、依然税関手続きの透明性や予見性に対

する不満が寄せられている状況にある。

こうした状況下、タイ税関は関税分類及び関税評価の双方において、事前教示制度の運用改善

を含む統括機能を強化することで、地方税関において透明性と予見性のある形で適切かつ迅速な

通関手続きが実施できる体制を強化するために、わが国における知見を活用したいとして、技術

協力プロジェクトを要請し、わが国政府により採択となった。

１－２　調査の目的

本調査では、現地調査を行って要請案件内容に関する情報収集や同国の税関行政をとりまく現

状と課題を整理するとともに、本件協力にあたって評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、イン

パクト、持続性）に沿って評価する。加えて、タイ税関とともにプロジェクトの詳細活動計画に

ついて協議・合意し、その内容を協議議事録（M/M）として取りまとめ、署名する。

１－３　調査団の構成

担当分野 氏　名 所　属

1 総括 押切　康志 JICA 産業開発・公共政策部　行財政・金融課　課長

2 協力企画 辻　研介 JICA 産業開発・公共政策部　行財政・金融課　主任調査役

3 関税分類 河中　ゆかり 財務省　関税局　局付

4 関税評価 谷口　勝 財務省　関税局　局付
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１－４　調査日程

本調査は、2012 年７月８日～７月 14 日の期間で実施しました。

詳細は、以下のとおり。

No 日付 曜日 行　程 宿泊先

1 7/8 日 東京→バンコク バンコク

2 7/9 月

9:00 ～ 9:30　JICA タイ事務所打合せ

9:30 ～ 11:30　調査団内打合せ

13:30 ～ 16:30　タイ税関カウンターパートとの協議

（関税分類・関税評価にかかる現状と課題の確認）

〃

3 7/10 火

9:00 ～ 12:00　タイ税関カウンターパートとの協議

（協力枠組み案にかかる議論）

13:30 ～ 15:30　バンコク港税関との協議

16:00 ～ 17:00　民間企業からのヒアリング

〃

4 7/11 水

9 :00 ～ 10 :00　JETRO 訪問

10 :30 ～ 11 :00　タイ税関局長表敬

11 :30 ～ 16 :30　タイ税関カウンターパートとの協議

（MM 案についての協議）

〃

5 7/12 木
9 :00 ～ 16 :30　タイ税関カウンターパートとの議論

（MM 案についての協議）
〃

6 7/13 金

8 :30 ～ 9 :00　JICA タイ事務所報告

10 :30 ～ 11 :30（AM）タイ税関と M/M にかかる合意

13 :30 ～ 14 :30　在タイ日本大使館報告

15 :00 ～ 16 :00　WCO アジア大洋州地域事務所訪問

バンコク→東京

－

7 7/14 土 東京着 －
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第２章　タイにおける税関の現状と課題

２－１　タイの輸出入・歳入にかかる現状

２－１－１　輸出

①　輸出額（FOB）：195,311 百万 USD（前年比 28% 増）

②　主要輸出品目：コンピュータ・同部品（9.6%）、自動車・同部品（9.1%）、宝石・宝飾

品（6.0%）、電子集積回路（4.1%）、天然ゴム（4.0%）

③　主要国・地域別輸出：中国（11%）、日本（10.5%）、米国（10.3%）、EU（9.8%）、ASEAN
計（22.7%）

出所：「JETRO 世界貿易投資報告 2011」

２－１－２　輸入

①　輸入額（CIF）：182,406 百万 USD（前年比 37% 増）

②　主要輸入品目：原油（13.1%）、産業機械・同部品（9.2%）、化学品（6.9%）、電気機械・

同部品（6.7%）、鉄・鉄鋼（6.4%）

③　 主 要 国・ 地 域 別 輸 入： 日 本（20.8%）、 中 国（13.3%）、EU（7.6%）、 米 国（5.9%）、

ASEAN 計（16.6%）

出所：「JETRO 世界貿易投資報告 2011」

２－１－３　関税収入

表２－１　関税収入
（単位：百万バーツ）

2009 2010 2011

税収合計 1,536,615 1,817,094 1,962,034

対前年比 -1.4% +18.3% +8.0%

関税収入計 81,527 97,171 104,712

対前年比 -17.6% +19.2% +7.8%

対税収割合 5.3% 5.3% 5.3%

※ 2005 年から 2008 年の関税収入の税収に占める割合の平均は 6.3% であり、逓減傾向にある。
※関税収入のうち約 97% を輸入税が占める。

出所：タイ財務省 HP

２－２　タイ税関の概要

２－２－１　設立：西暦 1954 年（現在のタイ税関として）

２－２－２　ビジョン：国の競争力及び社会の安全を確保する国際水準の税関の実現

２－２－３　ミッション：

①　近代的、迅速かつ世界標準的な税関サービスの提供

②　税関に関係する施策の実施による経済発展と国際競争力の促進

③　税関取り締まりの効率性向上（社会の保護を目的）

④　効率的、公平かつ透明性のある方法による徴税
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２－２－４　税関の機構

（1）　関税局長（Director General）は Mr. Somchai Poolsavasdi（2012 年 7 月現在）

（2）　中央組織には 2 名の顧問及び 4 名の審議官が配置されており、23 の部局が存在。

（3）　 地方組織は、国内を 4 地域に分割し、それぞれ関税局内の第 1 ～ 4 地方税幹部の統括

の下、以下の体制が敷かれている。

・第 1 地方税幹部（タイ中央部（本関バンコク）　11 出張所）

・第 2 地方税幹部（タイ北東部（本関ノンカイ）　 9 出張所）

・第 3 地方税幹部（タイ北部（本関チェンマイ）　 9 出張所）

・第 4 地方税幹部（タイ南部（本関ソンクラー）　17 出張所）

（4）　職員数（2010 年 10 月現在）

6,789 名（内訳：4,763 名（正規）、755 名（臨時）、1,271 名（運転手等現業））
   

 

 
図：タイ税関の組織図 

出所：タイ税関 HP 

 

２－３ 関税分類及び関税評価にかかる現状と課題 

２－３－１ 組織・体制 

(1) 関税分類 

関税分類部（Customs Tariff Bureau）が所管しており、Director の下、8つの Division

で構成されている。同部の機能は、事前教示回答、通関部門等からの分類協議に対する対

応、分類情報の更新、関税分類、原産地規則に関する不服申し立てへの対応、他省庁との

調整等であり、関税分類に関するセンターとして位置づけられている。関税分類にかかる

事前教示は Classification Divisions 1-3 が担当している。同部における関税分類に関す

る Division は以下のとおりとなっている。 

・Internationa1 Customs Tariff Division  8 名 WCO 等国際担当 

・Classification Division 1  13 名  HS 01 類～39 類 

・Classification Division 2  12 名  HS 40 類～84 類 

・Classification Division 3  12 名  HS 85 類～97 類 

・Tariff Structure Division  21 名  関税率表担当 

・Customs Tariff & Rules of Origin Appeal Division 11 名 不服申し立て担当 

・Laboratory Division  21 名  分析担当 

(2) 関税評価 

関税評価・税関手続部（Customs Standard Procedures and Valuation Bureau）は、Director

の下、8つの Division があり、関税評価担当は Division 1 から Division 4 までの 4つの

Division で構成されている。関税評価を担当する職員数は、4つの Division の合計で 35

名となっており、業務分担については、Division 1、Division 2 及び Division 3 が関税評

価のセンター業務を担当しており、HS に基づいて下記のとおり業務を分担している。また、

Division 4 は、主に不服申し立て事案を取り扱っている。Division 1 から Division 3 が

担当している関税評価のセンター業務は、価格データベース構築、税関の内外からの相談

出所：タイ税関 HP
図：タイ税関の組織図

２－３　関税分類及び関税評価にかかる現状と課題

２－３－１　組織・体制

（1）関税分類

関税分類部（Customs Tariff Bureau）が所管しており、Director の下、8 つの Division で構

成されている。同部の機能は、事前教示回答、通関部門等からの分類協議に対する対応、
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分類情報の更新、関税分類、原産地規則に関する不服申し立てへの対応、他省庁との調

整等であり、関税分類に関するセンターとして位置づけられている。関税分類にかかる

事前教示は Classification Divisions 1 ～ 3 が担当している。同部における関税分類に関する

Division は以下のとおりとなっている。

・Internationa1 Customs Tariff Division  8 名 WCO 等国際担当

・Classification Division 1  13 名  HS 01 類～ 39 類

・Classification Division 2  12 名  HS 40 類～ 84 類

・Classification Division 3  12 名  HS 85 類～ 97 類

・Tariff Structure Division  21 名  関税率表担当

・Customs Tariff & Rules of Origin Appeal Division 11 名　不服申し立て担当

・Laboratory Division  21 名  分析担当

（2）関税評価

関税評価・税関手続部（Customs Standard Procedures and Valuation Bureau）は、Directorの下、

8 つの Division があり、関税評価担当は Division 1 から Division 4 までの 4 つの Division で

構成されている。関税評価を担当する職員数は、4 つの Division の合計で 35 名となってお

り、業務分担については、Division 1、Division 2 及び Division 3 が関税評価のセンター業務

を担当しており、国際統一商品分類（HS）に基づいて下記のとおり業務を分担している。

また、Division 4 は、主に不服申し立て事案を取り扱っている。Division 1 から Division 3
が担当している関税評価のセンター業務は、価格データベース構築、税関の内外からの相

談対応及び事前教示の３種類となっている。

・Division 1　10 名　HS　01 類～ 49 類

・Division 2　10 名　HS　50 類～ 83 類

・Division 3　 8 名　HS　84 類～ 97 類

・Division 4　 7 名　異議申し立て担当

２－３－２　事務件数等

（1）関税分類

関税分類部から報告された事前教示件数は以下のとおりとなっている。

表２－２　関税分類から報告された事前教示軒数

問合せ件数 年度内に終了した件数

2010 2011 2010 2011

事前教示（文書・拘束力有） 235（6） 703（100） 135 462
※　カッコ内の数字は前年度からの持ち越し案件の内数

事前教示回答内容は、守秘義務を理由に対外公表（インターネット等）はしていない。

（2）関税評価

関税評価・税関手続部に係る事務件数等については、集計を行っていないとしたうえ
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で、事前教示については、１年間に 15 件前後を回答しているとのことであった。このた

め、関税評価に関する事務件数が実態に即して把握されたとは言い難いことから、今後、

事務件数等を把握する仕組みを構築する必要がある。価格データベースの構築業務につい

ては低価申告リスクのある品目について、運賃保険料込み条件価格（CIF 価格）を算出し

て価格データベースに登録しているとのことであり、当該価格データベースは、価格審査

のための参考資料として通関官署に提供されているとのことであった。

２－３－３　法令・通達の整備状況

（1）関税分類

関税率表は HS 2012 版となっている。世界税関機構（World Customs Organization：WCO）

の Explanatory Notes（EN）のタイ語版は HS 2012 版が職員に冊子で配布されている。また、

Classification Opinions（OP）はここ数年に決定されたものがタイ語に翻訳されている。EN
及び OP は通関審査の際に参照されている。イントラネットの EN は、HS コードで検索で

きるシステムになっているが、アップデートが遅れているとのことであるので、できるだ

け早急に HS 2012 版にする必要がある。また OP については翻訳されていないものについ

てもタイ語訳を行うことが通関部門の職員にとって有用である。

（2）関税評価

関税評価に関する法令及び通達等の整備状況については、世界貿易機関（World Trade 
Organization：WTO）評価協定に対応する部分については法定されているが、WCO 採択文

書については法定・通達化されていない。関税評価・税関手続部職員は、関税評価上の解

釈に係る検討に際しては、タイ語訳された WCO 採択文書を参照している。

法令・通達の公表状況については、タイ税関の英語ホームページに、WTO 評価協定（英

語）及び WTO 評価協定を説明する内容の文書（英語）が掲載されているのみであり、解

釈の統一を図るための通達、解釈事例等は、公表されていないとのことであった。通達、

解釈事例等の整備については、関税評価に関する判断の透明性・予見可能性を確保するた

めに有効なものと思料され、今後プロジェクトの実施過程において既存の法令・通達を精

査し、必要に応じてタイ税関に対して提言を行っていく必要があると考えられる。

２－３－４　事前教示事務

（1）関税分類

事前教示件数は「２－３－２　事務件数」を参照。

関税分類の事前教示制度は、税関通達 No.13/2553 に基づいている。申請は関税分類部

に対し輸入商品の到着の 30（業務）日前に行われる必要がある。関税分類部は、契約書

類等で輸入の意思が確認でき、情報が完全に揃っていて判断が可能な場合には、申請を受

理してから 30（業務）日以内に基準に照らして文書にて申請業者に対して回答すること

となっている。貨物情報のみの場合は回答期限は 60（業務）日以内となっている。しか

しながら、回答までの日数がかなりかかっている様子があり、人材育成の必要性も感じら

れる。

照会者は事前教示回答に対して再検討を要請することが可能である。その場合、回答書
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の受理から 30（業務）日以内に要請しなければならない。再検討による回答は 30（業務）

日以内になされ、当該回答は再検討後の回答書発行日から 1 年間有効である。

事前教示照会があった際は、通常担当者 1 名が決まり、検討後スーパーバイザーが

チェックをして発出される。民間企業及び JETRO タイ事務所（以下「民間企業等」という。）

からの聴取によると、事前教示の受理から回答まで、回答に必要な追加資料の提出要求の

期間を含めて数カ月を要することが多く、あまり利用していないとのことであった。これ

らから、事前教示照会にかかる進行管理方法の見直し・改善をする余地があると考えられ

る。また、対外公表などの仕組みを検討していく必要がある。

（2）関税評価

事前教示の処理状況については、すべての事前教示事案について、追加提出資料を含む

すべての資料が揃ってから 30 日以内に事前教示回答書が発出されているとのことである。

他方、事前教示制度に対する民間企業等からの聴取においては、同制度をほとんど利用し

ていないとして特段のコメントはなかった。

事前教示回答の作成については、評価結論を得るためのプロセスが判然としないことか

ら、今後精査したうえ整理する必要がある。

関税評価に係る事前教示制度の利便性については、関税分類に係る事前教示に対する民

間企業等からの聴取結果（上記（１）参照）から、関税評価に係る事前教示においても同

様の実態であることがうかがわれ、その結果、利便性が低くなっているものと考えられる

ことなどから、関税評価の事前教示に対する潜在的ニーズがあることをうかがわせるもの

であった。

以上のことから、関税評価に係る事前教示制度についても、関税分類に係る事前教示制

度と同様に、照会を受けてから回答書を発出するまでの事務手続きに関する規定の整備を

行うとともに、事前教示照会事案などに対する回答作成について、適切な内部手続きを構

築しておく必要があるものと思料される。なお、関税評価に係る事前教示は、件数は少な

いものの事例が蓄積されていることから、これらを精査して将来の公表に備えておく必要

があると思料される。

（3）関税分類、関税評価共通

既存の事前教示制度に係る規定は制定されているが、英語版は作成されていない。ま

た、事前教示制度の周知状況については、事前教示制度を紹介するパンフレットは作成さ

れている（関税評価のみ）が、英語版は作成されていない。タイ税関ホームページには、

関税分類・関税評価に係る事前教示について説明するページが設けられているが、事前教

示制度の存在をアピールする程度のもので、照会手続きや事前教示照会書の様式等も掲載

されていない。このような状況から、輸入者等（特に外資系利用者）にとってわかりやす

いものとはなっていないことから、事前教示制度等のアピール、事例の公表に際しては、

英語版を適切に整備することを検討する必要がある。
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２－３－５　事前教示以外の相談事務

（1）関税分類

地方税関通関部門と関税分類部との協議体制は整備されている模様で、協議結果は記録

されている。関税分類の統一的適用に資するためには、この記録が適切に共有されるよう

に各税関に対して啓発する必要があると考えられる。

（2）関税評価

事前教示制度が適用されない相談案件については、口頭回答であるため、相談記録は残

されておらず、相談件数についても把握されていないのが実情であった。職員によると口

頭回答している相談の件数は年間数百件にのぼるとのことであった。

口頭回答の正確性を向上させ、タイ税関における共通する評価相談事例を整理・蓄積し

ていくために、相談記録を作成し、共有する体制を整備する必要があるものと思料され

る。

２－３－６　通関官署

（1）関税分類

バンコク港税関の輸入部では、分類に疑義がある場合は、同税関内に設置されている

Committee で審査が行われる。第一段階の First Committee は Sub-Division レベルで疑義発生

から 1 日以内に実施される。解決しなければ Chief レベルで構成される Second Committee
で分類決定される。それでもなお疑義がある場合は関税分類部に照会することになってい

る。Committee での検討内容は官署内で記録されているとのことである。これらの情報が

他の地方税関と共有されれば、官署間の分類不統一の是正に寄与するものと考えられる。

（2）関税評価

バンコク港税関における輸入申告に対する関税評価の審査は、価格審査を行うインスペ

クターが、インボイス価格が低価であると判断した場合、輸入者に対して連絡し、価格の

是正を求めているのが実態である。バンコク港税関の職員によると、価格是正となる輸入

申告は、バンコク港税関において輸入審査を担当する 7 つの部門において、各部門 1 週間

につき 3 件程度とのことであった。輸入者が税関の指摘に応じない場合、バンコク港税関

内に設置されている Committee を開催し、税関が提示した価格が正当かどうかを審議した

うえ、当該税関が提示した価格が正当なものであるとの結論を得て再度輸入者にインボイ

ス価格の是正を求めているとのことである。

バンコク港税関においては、同税関の内規に基づいて二段階の審議を行っているとの

ことであり First Committee の結論で輸入者が納得しない場合、Second Committee を開催し

て再度輸入者に是正を求めているとのことである。Second Committee の結論を輸入者が

受け入れない場合、税関は輸入者に対して、Second Committee にて決定された価格にて

Assessment Notice（納付通知）を発出して納税を求めている。これに対して輸入者がなお

税関の決定に異議がある場合は、税関手続・評価部にたいして異議申立てを行うことがで

きるとされているが、バンコク港税関職員によると、異議申し立てに至る件数は少ないと

のことであった。
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２－３－７　事後調査（関税分類、関税評価共通）

民間企業等に対する聴取で、事後調査に由来する関税分類及び関税評価に関する指摘事項は

以下のとおりである。

1）　事後調査での非違は関税分類に関するものが多く、関税評価に関する非違はあまり多く

ない。

2）　関税分類関連で指摘されたものについて不服がある場合には、関税分類部に対して公式

照会をすることになるが、通常その回答に 6 カ月程度かかる。またほとんどのものが申告

時から分類変更されている。

3）　それでも不服であれば不服申し立て（関税委員会への審査請求、更には裁判）を行うこ

とになる（日系企業等によれば、判決が出るまでに 1 ～ 2 年かかるので不服申し立てを行

うことはほとんどない）。

4）　関税評価関連で指摘される非違は、関税分類にかかる非違と比較して少ないが、一部の

事後調査において、ロイヤルティ及び手数料等、インボイス価格とは別に支払われる費用

を否認されている。

２－３－８　関税分類部、税関手続・評価部と地方税関及び事後調査部の関係

（1）関税分類

関税分類部と地方税関との協議体制について、一部の手続きは通達化され、関税分類部

に対して協議が行われているが、回答にかなり時間を要している模様である。

関税分類部と事後調査部との協議体制に関する通達等は確認できなかったが、協議は行

われているとのことであった。

関税分類に関する事前教示回答があれば、事後調査での分類変更が減少するものと考え

られるので、事前教示制度の利便性を高めていくことが重要である。

（2）関税評価

関税評価に関しては、税関官署でのインボイス価格に関する問題として処理される事案

と、関税評価の解釈にかかる判断が必要な事案に分けることができ、インボイス価格の妥

当性にかかる判断は主に税関官署において完結しているものとみられる。他方、関税評価

の解釈にかかる判断が必要な事案については、税関官署で判断できず、関税評価・税関

手続部に口頭照会がなされているとのことであるが、地方税関が評価判断に迷った場合の

協議規定が存在しておらず、税関手続・評価部において相談記録も残されていないことか

ら、関税評価・税関手続部において相談事例の蓄積・共有が行われておらず、評価判断に

ばらつきがでる一因となっているものと考えられる。

２－３－９　課題及び取り組むべき事項について

（1）関税分類

関税分類については、事前教示や内部協議の件数も比較的多く、事前教示及び通関部門

との協議の体制もある程度整備されている模様で、分類協議の結果も記録されている。し

かしながら、処理時間の長さにより、特に事前教示制度は有効に機能していない状況であ

る。
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処理時間の短縮に向けては、まず、事務処理の管理体制の見直しなどを行い、効率的な

処理が実施できるようにセンター組織としての位置づけを再確認、再構築していくことが

重要である。また、専門家を更に育成することにより処理能力アップにもつながることか

ら、今次プロジェクトにおいて、人材育成も重要な課題であると考えられる。

さらに、協議体制を強化し参考事例などの共有化の充実は、関税分類の統一的適用に資

することから、既存の協議の記録が有効活用されれば関税分類の統一的適用に資するツー

ルとなると考えられるので、税関内での利用度を再確認するとともに、利用の徹底をする

ことが必要である。それを踏まえて、情報の更なる充実策を検討することが有効であると

思われる。加えて、事前教示情報等の対外公表についても併せて検討すべき課題である。

（2）関税評価

関税評価に関する事前教示については、利用件数が少なく民間企業などが具体的な改善

要望をもっているわけではないが、回答までに日数を要していることが推察された。ま

た、相談案件については、多数の相談が行われているにもかかわらず記録が十分に行われ

ておらず、共有もされていない状況にあり、事前教示の利用率の低さとあいまって、関税

評価にかかる解釈の不統一などの問題に結びついているものと推察された。

これらの問題は、今次プロジェクトにおいて、事前教示制度を見直して利便性を高めた

うえでプロモーションを行い、事前教示の利用件数を増加させるとともに、相談事案につ

いて適切な記録・共有体制を構築していくことにより、関税評価に関する解釈の不統一を

減少させ、また、関税評価・税関手続部の能力向上を図ることができるものと思料され

る。

また、タイ税関における関税評価上の課題について関税評価・税関手続部職員から聴取

したところ、近年、新たな取引形態の増加、ロイヤルティの取り扱い、買付手数料の取り

扱い及び移転価格について困難を感じているとのことであり、これらの領域の評価判断に

ついてタイ税関が問題意識をもっているものと推察され、本プロジェクトにおける研修等

の場においてフォローアップしていくことが適当と考えられる。

なお、関税評価・税関手続部から、移転価格について対応する必要があるが知識・経験

に乏しいので、本プロジェクトの課題として支援してほしいとする意見が出されたため、

この意見を踏まえ、本プロジェクトの PDM に Activities として規定された研修活動のなか

で移転価格に関する事項を取り扱うことを検討する旨回答した。
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第３章　事業事前評価結果

３－１　プロジェクトの概要

本プロジェクトは、民間企業が通関を行うにあたり、実際に事前の照会や事前教示制度を活用

しやすくするよう、また、その結果が適切に現場税関の手続きに反映されるような仕組みづくり

を行うことを主眼に、①中央で「センター」機能となる関税分類部や関税評価・税関手続部の能

力向上（人材面、組織面）を図るとともに、②当該制度や仕組みが適切に現場で反映されるよう

な枠組み構築（組織規程や啓発）を図ることにより、税関手続きの一層の効率化・近代化に寄与

するものである。

協力概要は以下のとおり。

３－１－１　協力概要

【上位目標】

貿易円滑化のための税関手続きが更に効率化・近代化される。

（指標・目標値）

１．関税分類及び関税評価にかかる事前教示制度の申請・回答件数が増加する。

２．通関業者や輸出入業者の照会対応や事前教示制度に対する満足度が向上する。

【プロジェクト目標】

関税分類及び関税評価にかかる透明性・予見性が向上する。

（指標・目標値）

１．関税分類及び関税評価の照会・事前教示申請に対する回答が迅速化される。

２．関税分類及び関税評価にかかる事前教示結果や類似事例の公表件数が増加する。

３． 関税分類及び関税評価にかかる照会・事前教示申請に対する回答が、全国の税関官署で

統一的に適用される。

【成果１】

関税分類にかかる統括機能 * が強化される。

* タイ税関における関税分類の統一的適用をサポートするために必要なハード・ソフトの体制

（指標・目標値）

1-1　 関税分類の統括機能に関する規程・ガイドラインが作成 / 改訂され、その全国的な適用

のための通達が発出される。

1-2　地方の通関担当職員が関税分類の統括機能にかかる手順や規程を理解する。

1-3　関税分類にかかる事前教示回答結果や参考事例の共有件数が増加する。

1-4　 関税分類に関し地方税関から公式に協議された件数のうち未解決案件の割合が減少す

る。

（活動）

1-1　現状の問題点に基づきアクションプランを作成する。

1-2　 関税分類に関して統一的な適用が確保できるよう、関税分類部のセンター機能として
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の位置づけ、役割を整理する。

1-3　 関税分類部職員及び地方税関職員に関税分類にかかる研修を実施する。

1-4　 関税分類にかかる照会対応や事前教示制度の手順にかかる規程・ガイドラインを整備 /
改訂する（可能な限り WCO 勧告に沿ったものとする）。

1-5　 関税分類にかかる事前教示回答結果や照会事例等の税関内の共有方法を検討し、必要

な措置を取る。

1-6　 関税分類にかかる事前教示回答結果や参考事例の対外公表の方法を検討し、必要な措

置を取る。

1-7　 各地方税関に対し関税分類の統括機能にかかる理解促進活動（周知）を行う。

1-8　民間に対し関税分類の統括機能にかかる理解促進活動（周知）を行う。

【成果２】

関税評価にかかる統括機能 * が強化される。

* タイ税関における関税評価の統一的適用をサポートするために必要なハード・ソフトの体制

（指標・目標値）

2-1　 関税評価の統括機能に関する規程・ガイドラインが作成 / 改訂され、その全国的な適用

のための通達が発出される。

2-2　地方の通関担当職員が関税評価の統括機能にかかる手順や規程を理解する。

2-3　関税評価に関し事前教示回答結果や参考事例等の情報を蓄積する仕組みが構築される。

2-4　関税評価にかかる事前教示回答結果や参考事例の共有件数が増加する。

（活動）

2-1　現状の問題点に基づきアクションプランを作成する。

2-2　 関税評価に関して統一的な適用が確保できるよう、関税評価・税関手続部のセンター

機能としての位置づけ、役割を整理する。

2-3　関税評価・税関手続部職員及び地方税関職員に関税評価にかかる研修を実施する。

2-4　 関税評価にかかる照会対応や事前教示制度の手順にかかる規程・ガイドラインを整備 /
改訂する（可能な限り WCO/WTO の国際標準に沿ったものとする）。

2-5　 関税評価にかかる事前教示回答結果や照会事例等の税関内の共有方法を検討し、必要

な措置を取る。

2-6　 関税評価にかかる事前教示回答結果や参考事例の対外公表の方法を検討し、必要な措

置を取る。

2-7　各地方税関に対し関税評価の統括機能にかかる理解促進活動（周知）を行う。

2-8　民間に対し関税評価の統括機能にかかる理解促進活動（周知）を行う。

３－１－２　外部条件・前提条件

（1）アウトプット達成のための外部条件

・プロジェクトに関与する職員及び研修を受講した職員が頻繁に異動しない。

・照会や事前教示事例の共有のため担当職員が所定のデータベースに入力する。
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（2）　プロジェクト目標達成のための外部条件

（3）上位目標達成のための外部条件

・ 関税分類及び関税評価の統括機能及び公表を継続するための人員が継続的に配分され

る。

３－２　プロジェクト実施にあたってタイ側と確認した留意事項

タイ税関の置かれた現状と課題を踏まえ、タイ税関が取り組むべき具体的な内容・活動を協議

し、別添のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）及びプロジェクト活動計画表（PO）

にて合意した。

協議の過程で議論となったポイントは以下のとおり。

1）　タイ税関による主体的な活動とコミットメント

本プロジェクトで明確化された活動は、関税分類及び関税評価にかかる透明性及び予見性

向上に必要な枠組みの構築及び定着を企図するものであり、タイ税関のハイレベルのコミッ

トメントに基づく主体的な活動が不可欠であることを説明し了解を得た。

2）　タイ税関による主体的な意思決定

上記オーナシップの一環として、税関行政改善に向けてプロジェクト活動を推進していく

過程で、タイ税関及び JICA 専門家ともに合意形成を重視するものの、最終的にはタイ税関

が主体的に決定を行うことにつき合意した。

3）　十分なカウンターパートの配置

M/M に記載のプロジェクト実施体制に基づき、JICA 専門家が赴任するまでに、プロジェ

クトの円滑な実施を可能とするカウンターパートのチームを関税分類及び関税評価のそれぞ

れにおいて組成することにつき合意した。

4）　ベースライン調査

プロジェクト初期段階において、PDM に規定された評価指標に基づき適切な指標値を測

るためにベースライン調査を実施することについて合意した。

３－３　プロジェクトの妥当性評価

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。

本プロジェクトは、わが国の対タイ経済協力計画の援助重点分野「持続的成長のための競争力

強化」に位置づけられる。

また、わが国政府は、国境をまたいだ物流の円滑化・迅速化を通じた地域協力・地域統合を推

進するため、アジア諸国とわが国のシームレスな物流の実現を目的とする「アジアカーゴハイ

ウェイ構想」を貿易円滑化の共通目標としてアジア各国と共有している。

JICA は、わが国財務省関税局、アジア開発銀行（ADB）、世界税関機構（WCO）の 4 者で一体

となって、上記構想の下、アジアの更なる貿易円滑化による連結性（Connectivity）向上を追求す

べく、支援対象国ごとの協力マトリクスを整理し、課題に応じた連携支援を進めているところで

あり、本プロジェクトも当該支援枠組みの一環として位置づけられる。

加えて、日本・タイ経済連携 EPA 協定でも、税関手続きの予見可能性向上が盛り込まれてお

り、本プロジェクトの妥当性・重要性の補強材料になる。
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３－４　調査団所感

（1）貿易円滑化は、輸出入取引の効率化だけでなく、ひいてはタイのビジネス環境改善にも結

び付く課題である。そのような認識のもと、タイ税関は WCO や WTO の国際的な基準に準

拠した透明かつ予見性のある税関手続きをめざしているが、今回の協議を通じて当該課題の

解決に向けタイ税関の本プロジェクトに対する期待の高さを再確認した。

（2）また、JETRO や民間企業の聴取を通じて、税関手続きの透明性・予見性向上は日系をは

じめとする企業にとっても大きな関心事項であり、事前教示制度の機能強化を通じて統一的

かつ予見可能な税関手続きの達成をめざす本プロジェクトに対する高い期待も確認すること

ができた。

（3）他方、本プロジェクトにおいては、企業が実際に事前の照会や事前教示制度を活用しやす

くするよう、またその結果が適切に現場税関の手続きに反映されるような仕組みづくりを行

うことを主眼に、①中央で「センター」機能となる関税分類部や関税評価・税関手続部の能

力向上（人材面、組織面）を図るとともに、②当該制度や仕組みが適切に現場で反映される

ような枠組み構築（組織規程や啓発）を主に行う。したがって、タイ税関の組織面の変革に

も関与していく必要があるため、それを実効的なものにするにはタイ税関の強いコミットメ

ントと充実したプロジェクト実施体制の構築が欠かせない。

（4）しかしながら、今回のタイ税関との一連の協議を通じて、関税局長をはじめとする幹部

レベルの理解はもとより、関税分類部及び関税評価・税関手続部の実務レベルにおいて、彼

らの置かれた環境や問題点を改めて把握し、このプロジェクトでめざすべき目標や活動に加

え、そのなかでタイ税関がカウンターパートとして注力すべき事項についての具体的な理解

促進につながったことで、今後プロジェクトを開始するにあたり、タイ税関側のオーナシッ

プやコミットメントが期待できる。

（5）本プロジェクトで想定される成果は、ASEAN においても先進事例になり得るものであり、

「アジアカーゴハイウェイ構想」のもと、財務省、関税局、ADB、WCO と 4 者の共同枠組

みで ASEAN における税関手続きの向上、通関の迅速化に向けた支援に取り組んでいる JICA
としても、プロジェクトの成果を周辺国に共有することもできる。この点、バンコクに駐在

する WCO の地域事務所とも協議し、プロジェクト後半において、WCO とも連携しつつプ

ロジェクトの成果を共有するような活動実施にかかる期待について共有した。
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２．プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）
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。

 
2-

8.
 民

間
に
対
し
関
税
評
価
の
統
括
機
能
に
か
か
る
理
解
促
進
活
動
（
周
知
）
を
行
う
。

 
 

投
入

 
日
本
側

 
1.
 

人
材

 
長
期
専
門
家
（

3
名
）

 
チ
ー
フ
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

/ 関
税
分

類
 

関
税
評
価

 
業
務
調
整

 
 

短
期
専
門
家
（

4
名
程
度

/年
間
）

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

効
果

的
な

実
施

の
た

め
、

必
要

に
応

じ
て

短
期

専
門

家
を

派

遣
す
る
予
定

 
 2.

 
本
邦
研
修
（
年

1
回
）

 
関

税
分

類
・

関
税

評
価

の
実

施
体

制
等

、

必
要
に
応
じ
て

 
  3.

 
現
地
活
動
費

 
・
 研

修
実
施
経
費

 
・
 ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
等
文
書
作
成
経

費
 

・
 そ

の
他

 
 4.

 
機
材

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

施
に

必
要

な
資

機
材

（
必
要
に
応
じ
て
）

 

 タ
イ

側
 

1.
 

人
材

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
・

デ
ィ

レ
ク

タ
ー

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
・

マ
ネ

ジ
ャ

ー
 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

（
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
・

タ
ス

ク
チ

ー
ム

）
 

 2.
  
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

実
施

に
必

要
な

執

務
室

及
び

施
設

設
備

の
提

供
 

 3.
 

運
営

・
経

常
経

費
 

・
 電

気
、

水
道

、
通

信
な

ど
の

経
費

・
 研

修
実

施
に

か
か

る
会

場
、

研
修

受
講

者
へ

の
経

費
な

ど
 

・
 カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
及

び
研

修
参

加
者

の
内

国
旅

費
 

・
 そ

の
他

 
 

 1.
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

関
与

す
る

職
員

及
び

研
修

を

受
講

し
た

職
員

が
頻

繁

に
異

動
し

な
い

。
 

2.
 
照

会
や

事
前

教
示

事
例

の
共

有
の

た
め

担
当

職

員
が

所
定

の
デ

ー
タ

ベ

ー
ス

に
入

力
す

る
。

 
              前

提
条

件
  

な
し
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活
動
計
画
表
（

Pl
an

 o
f O

pe
ra

tio
ns

 : 
PO

)

（
注
）
活
動
計
画
表
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
段
階
に
お
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
の
進
捗
や
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
機
関
と
の
協
議
に
応
じ
て
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

2
3

11

Y
20

12
Y

20
13

Y
20

14
3

9
4

7

Y
20

15

2-
4 
関

税
評

価
に
か
か
る
照

会
対

応
や

事
前

教
示

制
度

の
手

順
に
か
か
る
規

程
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
整

備
/改

訂
す
る
（
可
能
な
限
り

W
C

O
/W

TO
の
国

際
標

準
に
沿

っ
た
も
の
と
す

る
）
。

36

1-
8 
民

間
に
対

し
関

税
分

類
の
統

括
機

能
に
か
か
る
理

解
促

進
活

動
（
周

知
）
を
行

う
。

30
31

32
34

35

成
果
1　

関
税

分
類

に
か
か
る
統

括
機

能
が
強

化
さ
れ
る
。

13
8

20
22

18
16

2-
6 
関

税
評

価
に
か
か
る
事

前
教

示
回

答
結

果
や

参
考

事
例

の
対

外
公

表
の
方

法
を
検

討
し
、
必

要
な
措

置
を
取
る
。

1-
2 
関
税
分
類
に
関
し
て
統
一
的
な
適
用
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
関
税
分
類
部
の
セ
ン
タ
ー
機
能
と

 し
て
の

位
置
づ
け
、
役
割
を
整
理
す
る
。

2-
8 
民

間
に
対

し
関

税
評

価
の
統

括
機

能
に
か
か
る
理

解
促

進
活

動
（
周

知
）
を
行

う
。

2-
3 
関

税
評

価
・
税

関
手

続
部

職
員

及
び

地
方

税
関

職
員

に
関

税
評

価
に
か
か
る
研

修
を
実

施
す

る
。

2-
1 
現
状
の
問
題
点
に
基
づ
き
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
。

1-
3 
関

税
分

類
部

職
員

及
び

地
方

税
関

職
員

に
関

税
分

類
に
か
か
る
研

修
を
実

施
す

る
。

1-
5 
関

税
分

類
に
か
か
る
事

前
教

示
回

答
結

果
や

照
会

事
例

等
の
税

関
内

の
共

有
方

法
を
検

討
し
、
必

要
な
措
置
を
取
る
。

21
33

1-
4 
関

税
分

類
に
か
か
る
照

会
対

応
や

事
前

教
示

制
度

の
手

順
に
か
か
る
規

程
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
整

備
/改

訂
す
る
（
可
能
な
限
り

W
C

O
勧
告
に
沿
っ
た
も
の
と
す
る
）
。

7
4

2-
2 
関
税
評
価
に
関
し
て
統
一
的
な
適
用
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
関
税
評
価
・
税
関
手
続
部
の
セ
ン
タ
ー
機

能
と
し
て
の
位
置
づ
け
、
役
割
を
整
理
す
る
。

2-
5 
関

税
評

価
に
か
か
る
事

前
教

示
回

答
結

果
や

照
会

事
例

等
の
税

関
内

の
共

有
方

法
を
検

討
し
、
必

要
な
措
置
を
取
る
。

成
果
2　

関
税

評
価

に
か
か
る
統

括
機

能
が
強

化
さ
れ
る
。

17
19

26
25

24
10

4

11
12

29

9
月

時
期

1

11
12

4
3

7
5

6
8

6
8

8
7

28

2

合
同
調
整
委
員
会
（
JC

C
)

5

23

9
1

1
2

6
12

10

1-
7 
各

地
方

税
関

に
対

し
関

税
分

類
の
統

括
機

能
に
か
か
る
理

解
促

進
活

動
（
周

知
）
を
行

う
。

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
、
イ
ン
パ
ク
ト
調
査

5

年

3

10 2

11

5

10
12

9

1-
1 
現
状
の
問
題
点
に
基
づ
き
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
。

14

1

6
27

2-
7 
各

地
方

税
関

に
対

し
関

税
評

価
の
統

括
機

能
に
か
か
る
理

解
促

進
活

動
（
周

知
）
を
行

う
。

15

1-
6　

関
税
分
類
に
か
か
る
事
前
教
示
回
答
結
果
や
参
考
事
例
の
対
外
公
表
の
方
法
を
検
討
し
、
必
要
な

措
置
を
取
る
。

：
実
線
は
当
該
期
間
内
に
活
動
を
完
了
す
る
こ
と
を
想
定
。

：
当
該
期
間
内
で
継
続
し
て
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
想
定
。

：
終
了
時
評
価
等
の
イ
ベ
ン
ト
を
想
定

終
了
時
評
価
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タイ王国

関税分類及び関税評価における

透明性及び予見性向上プロジェクト

詳細計画策定調査報告書

独立行政法人国際協力機構

産業開発・公共政策部

平成24年12月

（2012年）

産公

ＪＲ

12-125

タ
イ
王
国
関
税
分
類
及
び
関
税
評
価
に
お
け
る
透
明
性
及
び
予
見
性
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
詳
細
計
画
策
定
調
査
報
告
書

平
成
24
年
12
月

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
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